
 

軽自動車税（種別割）申告（報告）書兼標識交付申請書（青）

法人は代
表者印の
押印が必
要

所有者と同
じ場合は
チェックを
入れる

法人、個人
ともに必ず
本人確認
が必要

受付日

同一車両の
旧標識番号
が分かる場
合は記入

キックボード、スクーター、トラクターなど 形状は必ず聞
き取りし、TRY
にも記入する

電動キック
ボードのみ
記入

法人は代表者印の
押印が必要

別紙で「販売
証明書」や「廃
車証明書」が
ない場合は、
記入が必要

委任欄は個
人・法人ともに
押印が必要

✓ ✓

627-0012

京丹後市峰山町杉谷889番地

京丹後 太郎

キョウタンゴ タロウ

S37 12 28 0772-69-0180

所有者住所と異なる場合は記入

〇〇社（メーカー名）
XW350MM
2024 A350MM

XW350MM-12345 H06-A350MM 49

京丹後市峰山町杉谷123番地

京丹後 花子

S37年 12月 28日

0772-69-0001

京丹後市大宮町口大野123番地
京丹後バイク商会
0772-69-4321

✓

✓

627-0012

キョウタンゴ ハナコ

京丹後市峰山町杉谷889番地

京丹後 太郎

0772-69-0180

職員押印

個人事業の場
合は、本人確
認をした相手
の氏名を記入

軽自動車登録記入例

✓

〇 〇 〇



【特定小型原動機付自転車（電動キックボード）の登録】（R4.7.1 より） 

以下の全てに該当するもの 

道路交通法 特定小型原動機付自転車（特定小型原付） 

標識 小型の標識（一辺が 10cm 程度の正方形状） 

免許 16 歳未満運転不可（16 歳以上なら免許不要） 

ヘルメット 努力義務 

最高時速（速度制限） 最高時速 20km 以下 

（最高速度 6km に切替できるものは歩道を走行可能） 

走行場所 車道・自動車レーン・路側帯 

歩道を走行するための条件 

・最高速度表示灯を点滅させること 

・時速 6km を超える速度を出すことができないこと 

右折 2 段階右折 

車体 長さ 190cm 以下 

幅 60cm 以下 

定格出力 0.6kw 以下 

道路運送車両法上の保安基準に適合していること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇車道走行時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇歩道走行時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇特定小型原動機付自転車の保安基準への適合性について 

地方運輸局による型式認定番号標又は性能等確認実施機関による表示 

（性能等確認済みシール）の有無が目安となる。 

 

 

 


